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内
閣
総
理
大
臣
公
邸
の
改
修
・
補
修
・
備
品
購
入
に
関
す
る
質
問
主
意
書

私
が
平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日
に
提
出
し
た
「
内
閣
総
理
大
臣
公
邸
の
風
呂
場
改
修
工
事
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に

対
す
る
答
弁
書
を
、
去
る
二
月
二
十
三
日
に
拝
受
し
た
。

こ
の
答
弁
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
更
に
ご
説
明
い
た
だ
き
た
い
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

「
和
室
の
床
改
修
」
と
「
内
装
補
修
」
に
つ
い
て

二
月
二
十
三
日
の
答
弁
書
で
は
、
内
閣
総
理
大
臣
公
邸
（
以
下
、
公
邸
）
の
改
修
工
事
内
容
に
つ
い
て
、
「
鳩
山
内
閣
総

理
大
臣
の
総
理
大
臣
公
邸
へ
の
入
居
に
伴
い
要
し
た
内
装
補
修
及
び
和
室
の
床
改
修
と
経
年
劣
化
に
伴
う
内
装
補
修
で
あ

る
。
そ
の
支
出
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
約
二
百
十
八
万
円
、
約
百
九
十
五
万
円
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
経
費
も
（
項
）
内
閣
官

房
共
通
費
（
目
）
各
所
修
繕
か
ら
支
出
し
て
い
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
答
弁
に
つ
き
、
次
の
質
問
を
す
る
。

�

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
二
月
十
二
日
夜
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
（
以
下
、
官
邸
）
に
於
い
て
、
記
者
団
に
対
し
て
、

「
調
べ
て
み
ま
し
た
。
今
、
寝
室
を
実
は
、
和
室
を
洋
風
に
し
て
、
寝
室
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
の
改
修
費
な
ど
が

か
か
っ
て
い
ま
す
。
」
と
語
ら
れ
た
旨
が
、
報
道
さ
れ
て
い
る
。

一



鳩
山
内
閣
発
足
当
時
、
公
邸
に
は
、
三
箇
所
の
洋
室
の
寝
室
が
既
設
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
リ
ビ
ン
グ
等
、
寝
室
以
外

の
洋
室
も
複
数
箇
所
既
設
さ
れ
て
い
た
。

何
故
、
税
金
か
ら
高
額
の
経
費
を
使
用
し
て
、
新
た
に
和
室
を
洋
風
に
改
修
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由

を
伺
う
。

�

鳩
山
内
閣
発
足
時
、
公
邸
に
は
、
二
箇
所
の
和
室
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

十
分
な
数
の
洋
室
が
既
設
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
何
故
、
日
本
の
伝
統
文
化
継
承
や
畳
関
連
産
業
の
振
興
に
努

力
さ
れ
る
べ
き
立
場
に
あ
る
日
本
国
の
内
閣
総
理
大
臣
が
和
室
を
減
ら
す
工
事
を
命
じ
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
伺

う
。

�

「
和
室
の
床
改
修
」
の
み
に
要
し
た
費
用
は
幾
ら
か
。

�

答
弁
書
に
あ
る
「
内
装
補
修
」
と
「
経
年
劣
化
に
伴
う
内
装
補
修
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
は
、
公
邸
の
ど
の
場

所
の
内
装
を
、
ど
の
よ
う
に
補
修
し
た
も
の
か
。
ま
た
、
各
箇
所
の
補
修
に
か
か
っ
た
費
用
は
幾
ら
か
、
具
体
的
に
答
弁

さ
れ
た
い
。

�

小
泉
内
閣
時
に
、
旧
官
邸
の
建
築
物
を
公
邸
と
し
て
活
用
す
る
に
あ
た
り
、
内
装
に
つ
い
て
は
、
全
面
的
に
改
修
さ
れ

二



た
と
承
知
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
安
倍
内
閣
、
福
田
内
閣
、
麻
生
内
閣
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
内
閣
総
理
大
臣
が
公
邸

に
入
居
す
る
前
に
公
邸
内
で
実
施
さ
れ
た
「
経
費
が
発
生
し
た
作
業
」
は
、
「
約
百
万
円
を
費
や
し
た
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

（
清
掃
）
作
業
」
の
み
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
が
、
間
違
い
な
い
か
。

�

仮
に
、
鳩
山
内
閣
発
足
前
の
前
記
の
三
内
閣
時
に
、
内
閣
総
理
大
臣
が
公
邸
に
入
居
す
る
準
備
と
し
て
、
「
経
費
が
発

生
し
た
改
修
・
補
修
」
の
事
実
が
あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
と
費
用
を
示
さ
れ
た
い
。

�

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
ご
夫
妻
の
入
居
に
際
し
て
、
公
邸
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
だ
け
で
は
な
く
、
改
修
・
補
修
ま
で
必

要
だ
と
判
断
し
た
理
由
は
何
か
。

二

「
洗
濯
乾
燥
機
の
購
入
」
に
つ
い
て

二
月
二
十
三
日
の
答
弁
書
で
は
、
鳩
山
内
閣
発
足
後
に
新
た
に
購
入
し
た
公
邸
の
備
品
に
つ
き
、
「
お
尋
ね
の
備
品
は
、

洗
濯
乾
燥
機
二
台
で
あ
る
。
そ
の
支
出
額
は
、
設
置
に
伴
う
搬
入
及
び
既
存
の
故
障
し
た
洗
濯
乾
燥
機
二
台
の
撤
去
に
係
る

経
費
を
含
め
、
約
六
十
一
万
円
で
あ
り
、
（
項
）
内
閣
官
房
共
通
費
（
目
）
総
理
大
臣
官
邸
業
務
庁
費
か
ら
支
出
し
て
い

る
。
」
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
二
月
十
二
日
夜
、
官
邸
に
於
い
て
、
記
者
団
に
対
し
て
、
「
調
べ
て
み
ま
し
た
。

三



今
、
寝
室
を
実
は
、
和
室
を
洋
風
に
し
て
寝
室
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
の
改
修
費
な
ど
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
あ
と
、

洗
濯
機
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
う
で
も
な
か
っ
た
み
た
い
で
。
」
と
発
言
さ
れ
た
旨
が
、
報
道
さ
れ
て
い

る
。答

弁
書
と
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
の
内
容
に
つ
き
、
次
の
質
問
を
す
る
。

�

二
月
十
二
日
の
夜
に
は
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
「
調
べ
て
み
ま
し
た
。
」
と
し
た
上
で
洗
濯
機
の
新
規
購
入
を
否

定
さ
れ
て
い
た
が
、
二
月
二
十
三
日
の
答
弁
書
に
は
、
洗
濯
乾
燥
機
の
新
規
購
入
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
二
月
十
二
日
夜

ま
で
に
、
調
査
は
行
わ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
。

�

仮
に
二
月
十
二
日
夜
ま
で
に
調
査
を
行
っ
た
と
し
た
ら
、
誰
が
調
査
を
し
た
の
か
。
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
ご
自
身
か
、

そ
れ
と
も
内
閣
官
房
職
員
か
。
個
人
名
を
答
弁
す
る
の
が
不
可
能
な
場
合
に
は
、
職
名
で
答
弁
さ
れ
た
い
。

�

二
月
十
二
日
の
調
査
後
、
ど
の
段
階
で
洗
濯
乾
燥
機
の
購
入
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
か
。

�

答
弁
書
に
は
、
「
既
存
の
故
障
し
た
洗
濯
乾
燥
機
二
台
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
鳩
山
内
閣
発
足
時
、
既
存
の
洗
濯

乾
燥
機
は
二
台
と
も
故
障
し
て
い
た
の
か
。

�

仮
に
、
洗
濯
乾
燥
機
が
二
台
と
も
故
障
し
て
い
た
と
し
て
、
新
品
の
購
入
で
は
な
く
、
修
理
で
対
応
す
る
こ
と
は
不
可

四



能
な
状
態
で
あ
っ
た
の
か
。

�

仮
に
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
ご
夫
妻
が
入
居
さ
れ
る
以
前
に
洗
濯
乾
燥
機
が
二
台
と
も
故
障
し
て
い
た
と
し
て
、
麻
生

太
郎
前
内
閣
総
理
大
臣
や
そ
の
ご
家
族
か
ら
は
、
故
障
し
た
洗
濯
乾
燥
機
に
つ
い
て
、
修
理
、
ま
た
は
買
い
替
え
の
要
望

は
な
か
っ
た
の
か
。

�

既
存
の
洗
濯
乾
燥
機
の
撤
去
と
搬
入
に
か
か
る
費
用
を
含
め
た
と
し
て
も
、
洗
濯
乾
燥
機
一
台
あ
た
り
の
新
規
購
入
に

か
か
る
費
用
が
三
十
万
五
千
円
と
い
う
の
は
、
高
額
に
過
ぎ
る
と
考
え
る
が
、
当
該
洗
濯
乾
燥
機
の
製
造
業
者
名
と
型
式

に
つ
い
て
、
示
さ
れ
た
い
。

�

鳩
山
内
閣
に
よ
る
洗
濯
乾
燥
機
の
新
規
購
入
前
に
公
邸
に
設
置
さ
れ
て
い
た
洗
濯
乾
燥
機
は
、
「
Ｎ
Ａ
‐
Ｖ
Ｒ
一
一
〇

〇
Ｒ
」
で
あ
り
、
一
台
あ
た
り
十
数
万
円
で
購
入
で
き
る
機
種
で
あ
る
。
約
二
倍
も
の
金
額
の
洗
濯
乾
燥
機
を
購
入
す
る

こ
と
が
妥
当
だ
と
判
断
さ
れ
た
理
由
は
何
か
。

三

「
風
呂
場
改
修
工
事
」
に
つ
い
て

二
月
二
十
三
日
の
答
弁
書
で
は
、
公
邸
の
風
呂
場
改
修
工
事
に
つ
い
て
、
「
内
閣
官
房
に
お
い
て
改
め
て
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
浴
槽
の
清
掃
が
行
わ
れ
た
事
実
は
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
『
総
理
大
臣
公
邸
の
風
呂
場
改
修
工
事
』
の
事
実
は
な
い
。
」

五



と
し
て
い
る
。

こ
の
答
弁
に
つ
き
、
次
の
質
問
を
す
る
。

�

平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
於
い
て
、
自
由
民
主
党
の
与
謝
野
馨
委
員
が
行
っ
た
公
邸
の
修

理
内
容
を
問
う
質
疑
に
対
し
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
「
必
ず
し
も
全
て
を
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
風
呂
場
と
、
そ
れ
か
ら
洗
濯
機
を
か
え
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
ぐ
ら
い
だ
と
思
い
ま
す
。
」
と
答
弁
さ
れ
て
い

る
。
国
民
の
代
表
が
集
ま
る
国
会
に
於
い
て
国
家
予
算
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
が
答
弁
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
真
実
の
答
弁
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
だ
が
、
二
月
二
十
三
日
の
答
弁
書
に
は
異
な
る
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い

た
。
風
呂
場
改
修
工
事
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
於
け
る
内
閣
総
理
大
臣
答
弁
と
答
弁
書
の
記
載
で

は
、
ど
ち
ら
が
真
実
な
の
か
。

�

公
邸
に
於
け
る
風
呂
場
改
修
工
事
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
麻
生
太
郎
前
内
閣
総
理
大
臣
、
福
田
康
夫
元
内
閣
総
理
大

臣
、
安
倍
晋
三
元
内
閣
総
理
大
臣
及
び
そ
の
ご
家
族
に
よ
る
公
邸
視
察
を
行
え
ば
、
事
実
が
判
明
す
る
と
考
え
る
が
、
視

察
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
可
能
か
。
も
し
も
可
能
で
は
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

四

内
閣
総
理
大
臣
の
足
下
か
ら
の
無
駄
の
排
除
に
つ
い
て

六



鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
二
月
十
二
日
夜
、
官
邸
に
於
い
て
、
記
者
団
に
対
し
て
、
「
ど
う
も
、
私
も
、
あ
ま
り
、
ど
の

よ
う
に
し
て
公
邸
を
改
修
し
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
節
が
あ
り
ま
す
が
（
後
略
）
」
と
話
さ
れ
た
旨

が
、
報
道
さ
れ
て
い
る
。
「
税
金
の
無
駄
遣
い
を
排
除
す
る
」
と
い
う
大
方
針
を
掲
げ
る
鳩
山
内
閣
で
あ
る
な
ら
ば
、
鳩
山

内
閣
総
理
大
臣
ご
自
身
の
足
下
で
あ
る
官
邸
や
公
邸
の
改
修
・
補
修
・
備
品
購
入
に
つ
い
て
も
、
十
分
に
「
そ
の
支
出
の
必

要
性
や
緊
急
性
に
つ
い
て
検
証
」
し
た
上
で
、
複
数
の
業
者
か
ら
見
積
書
を
取
り
、
「
可
能
な
限
り
節
約
で
き
る
方
法
」
を

も
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
る
。

今
後
、
公
邸
や
官
邸
に
か
か
る
費
用
に
つ
い
て
、
そ
の
節
減
に
向
け
た
取
組
み
を
行
う
予
定
は
あ
る
の
か
。
あ
る
と
し
た

ら
、
ど
の
部
署
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
る
つ
も
り
か
。

右
質
問
す
る
。

七


